
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※川崎市は里親登録をする場合、『養育里親』の登録が必須です。養子縁組里親を希望する方は、養育里親の登録もして頂きます。

養子縁組里親を検討している方はまず『かわさき里親支援センターさくら』の制度説明会にご参加ください。 

場所： さくら乃詩ホール（至誠館さくら乳児院 1F） 

     川崎市多摩区菅稲田堤 1-10-5 

定員： 8 組 16 名  

 

 

 

 

制度説明会
日時：令和7 年12 月27 日(土) 9：30～12：00 

 

 

 
川崎市には、さまざまな事情で、自分の家族と暮らすことができないこどもが約 320人います。

そのこどもたちを、自分の家庭に迎え入れ、温かい愛情と正しい理解でその成長をサポートする人

が「里親」です。 

 児童相談所は、親の育児放棄や予期せぬ妊娠、経済的な事情等により、公的な保護、特に法的に

継続的な安定性が必要なこどもを養子縁組里親に委託します。 

 説明会では、社会的養護、里親制度と養子縁組、こどもの養育の実際などについてお伝えします。 

申込み・問合せ先 

〒214-0001 川崎市多摩区菅 5-2-1 ポーラスター 

hello@satooya-sakura.com    044-949-3108   

 

※個別説明会も随時実施中！ 

公式サイト 

要申込 

～特別養子縁組を考えているあなたへ～ 

先輩里親さん

の体験談が 

聞けます！ 
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